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日本国での特許出願の統計
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世界の特許出願の統計
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途上国における医薬品特許問題

特許による保護 ⇒ 利益保障 ⇒ 開発意欲
⇒ 新薬の開発

⇒ 製品が高価になる
⇒ 途上国の人々が購入困難 財政圧迫

ＷＴＯ協定付属書： ＴＲＩＰＳ協定
⇒ 途上国も知的財産保護義務

ただし ＷＴＯ ドーハ宣言
国内の公衆衛生・医療対策上必要と判断したときは、通常の
特許規約から逸脱してもよい。
⇒ 強制実施権等ＯＫ
⇒ 強制実施権のもとに製造された製品は、主として、国内市
場に供給される必要ある（ＴＲＩＰＳ第３１条（ｆ））。


